
国際水準のハラスメント 
禁止法制を求めます 

ILO第190号条約批准を求める国会請願署名提出院内集会 

４月24日(木)12:00～13:00 
全労連が今春闘で取り組んでいる「あらゆるハラスメントと女性や性的マイノリティ差別の根絶をめざすキャンペーン」

に関わって、女性活躍推進法と労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法の改正法案が一括法案として３月

１１日、国会に提出されました。本集会では全労連の法改正要求を明らかにし、集まった署名を提出します。終了

後には、ILO条約批准にふさわしい法改正を求め国会議員要請を行います。署名集約を急ぎ、多くのご参加を！ 

◆会場 参議院議員会館B104会議室 

Zoomミーティング ID: 819 9451 2302 パスコード927835 

◆内容 

 基調報告 決意表明 署名提出 国会議員あいさつなど 

  ※集会後、国会議員要請があります。国会議員に訴えましょう 
 

※2/5キックオフ集会を行いました。こちらからアーカイブが見られます             署名用紙紙はこちら 

   角田由紀子弁護士講演 

「ILO第190号条約とハラスメントの法規制」現場の声など 
https://x.gd/JCsnW 

あらゆるハラスメントと   

女性や性的マイノリティ差別の根絶！ 
      --- 全労連25春闘キャンペーン ‐-- 

https://x.gd/kZD1 

主催 全国労働組合総連合 文京区湯島２－４－４ TEL03-5842-5611  

 


